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（目的）
第１条　土佐酒（清酒）の認知度の向上及びその原料となる本県産の酒米の生産振興に向けた活動を推進するため、産学官の関係者が連携し、土佐酒に新たな価値を生むための方策等を検討する場として、土佐酒振興プラットフォーム（以下「プラットフォーム」と言う。）を設置する。

（活動）
第２条　プラットフォームは次の事項について検討する。
　（１）土佐酒の認知度の向上
　（２）土佐酒の販路拡大及び輸出の拡大
　（３）酒米の品質向上及び生産の拡大
　（４）その他、プラットフォームの目的を達成するために必要な事項

（構成）
第３条  プラットフォームは、次に掲げる団体等をもって構成する。
（１）高知県酒造組合
　（２）高知県農業協同組合
　（３）高知県中小企業団体中央会
　（４）公益社団法人高知県貿易協会
　（５）一般財団法人高知県地産外商公社
　（６）株式会社地域商社こうち
　（７）有識者
　（８）高知県
２　構成団体等は必要に応じて追加、変更等を行うことができるものとする。

（役　員）
第４条　プラットフォームの代表として次の役員を置き、任期は１年とし再選は妨げない。
  会　長 １名　
副会長 １名

（役員の職務）
第５条　会長は、会議を招集するとともに、その円滑な運営に努め会を統括する。
２　副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。

（役員の選任）
第６条　役員は、第３条第１項に掲げる団体等の中より会議において選出する。
（会　議）
第７条　会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
２　会議の構成メンバーは、第３条第１項に掲げる団体等から選出された者とする。
３　会議は、構成メンバーの過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
４　会議は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
（１）要綱の改廃
（２）活動計画　
（３）解散
（４）役員の選任及び解任
（５）その他、運営に関し重要な事項
５　議長は、必要に応じて、専門的知識を有する者又は関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

（専門部会）
第８条　酒米生産者及び酒造メーカーの意向把握や、会議において示された企画案等が速やかに実施できるよう、次の専門部会を設置する。
（1） 酒米部会
（2） 販売・輸出部会
　
（事務局）
第９条　事務局は、高知県産業振興推進部地産地消・外商課、農業振興部環境農業推進課及び高知県中小企業団体中央会が連携して務める。

（委任）
第１０条 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は、会長が別に定める。


附　則
この要綱は、平成２８年５月２３日から施行する。
この要綱は、令和３年４月２７日から施行する。
この要綱は、令和５年１１月２７日から施行する。
